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産業廃棄物中間処理業者の皆様へ鹿児島県廃棄物・リサイクル対策課中間処理後の産業廃棄物の処理について中間処理業者が中間処理を行った後に発生した産業廃棄物に対して更に別の処理を行う場合は，当該中間処理業者が排出事業者となるもの（いわゆる自社処理）ではあ
りません。したがって，これらの行為を行う場合には，産業廃棄物処理業の許可を取得する必要があります。排出事業者→中間処理業者（Ａ）（Ｂ）更に（Ｂ）が↓収集運搬中間処理→中間処理産業廃棄物最終処分排出事業者（Ａ）中間処理業者（Ｂ）はの廃棄物業の許可が必要＜
具体例＞○木くずの焼却を行った後，燃え殻を自ら最終処分場へ運搬する行為→収集運搬業の許可が必要○廃プラスチック類を破砕した後，自社の安定型処分場へ埋め立てる行為→最終処分業の許可が必要○現在，必要な産業廃棄物処理業の許可を取得せずにこれらの行為を行って


